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第１章 「なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）」の概要 
 

１ N-EMS の概要 

（１）目的 

なごや環境マネジメントシステム（以下、「N-EMS」という。）は、環境行動計画で掲げ

る目標の進行管理について、適切かつ効果的に運用することを目的とする。 

 

（２）適用範囲 

 N-EMS の適用範囲は、原則として本市が直接実施している事務・事業を対象とする。「エ

ネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下、「省エネ法」という。）及び「地球温暖

化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）による管理が必要な施設につい

ては、必要に応じて適用範囲に含むものとする。 

 

（３）管理項目 

 N-EMS の管理対象は表１のとおりとし、実績の把握を行う。 

 

表１ 管理項目 

区 分 管理項目 

省エネルギー 

電気の使用量 

燃料の使用量 

他人から供給された熱量 

その他 

省資源 
上水道の使用量 

用紙類使用量 

廃棄物の削減 

古紙の資源化 

厨房を有する施設における生ごみ資源化 

廃棄物排出量 

ごみ処理量 

下水処理量 

自家発電 

太陽光発電 

廃棄物発電 

コージェネレーション 

環境への配慮活動 

次世代自動車の導入 

エコドライブの推進 

大気汚染の管理 

水質汚濁の管理 

グリーン購入 

緑化の推進 

雨水流出の抑制 

フロン排出抑制 

その他 省エネ法、温対法に基づくその他の項目 
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（４）運用管理組織 

 N-EMS 運用管理のための組織は、図１のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ N-EMS管理組織 

 

※ 本図は、令和元年度の標準的な N-EMS 管理組織を示すものであり、各局区室の規模や体制等に応じ

た管理組織を組むものとする 
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第２章 令和元年度の主な運用状況 
 

１ 温室効果ガス排出量の削減 
（１）目標 

温室効果ガス排出量は、2013（平成 25）年度を基準として、2030（令和 12）年度まで

に 24％削減する目標を設定している。 

 
表２ 温室効果ガス排出量の削減目標 

区 分 総排出量 

 

一般事務 

事業 

市バス・ 

地下鉄事業 

上下水道 

事業 

ごみ処理 

事業 

削減目標 △24％ △39％ △26％ △23％ △15％ 

※１ 二酸化炭素（CO₂）、メタン（CH₄）、一酸化二窒素（N₂O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、

パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF₆）を温室効果ガス排出量の算定対象とす

る。 

※２ 温室効果ガス排出量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及び PFI 施設から排出されるも

のを含み、省エネ法及び温対法の範囲とは異なる。 
 

（２）排出量の実績 

令和元年度の温室効果ガス排出量は 78.1 万トンで、基準年度比 4.8％の削減、前年度

比 2.4％の削減となった。 

 

表３ 温室効果ガス排出量の実績（CO2換算値） 

（単位：万 t-CO2） 

※ 単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。 

   

区 分 
平成 25 年度 

(基準年度) 
平成 30 年度 令和元年度 

 

基準年度比 前年度比 

一般事務事業 17.9 17.4 16.2 △9.7％ △6.6％ 

市バス・地下鉄事業 16.8 15.5 15.0 △10.9％ △3.7％ 

上下水道事業 18.5 17.6 17.3 △6.5％ △1.8％ 

ごみ処理事業 28.8 29.5 29.6  2.9％ 0.3％ 

合 計 82.0 80.0 78.1 △4.8％ △2.4％ 
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図２ 温室効果ガス排出量の推移 

 

（３）要因 

基準年度及び前年度と比べて温室効果ガス排出量が減少した要因には、電気及び都市

ガス使用量減少（６ページ、図４・５参照）のほか、主要な電気事業者の温室効果ガス

排出係数の改善などが挙げられる。 

 

表４ 平成 25 年度（基準年度）と令和元年度の主要な排出係数 

（単位：t-CO2/kWh） 

実績年度 平成 25 年度 平成 30 年度 令和元年度 

排出係数 0.000516 0.000476 0.000457 

※１ 排出係数とは、各電気事業者が 1kWh の電気を供給するにあたり、どれだけの CO2 を排出し

ているか示す指標である。 
※２ 排出係数には当該年度の前年度の基礎排出係数を使用した。 

 

 

 

  

（基準年度） （目標年度） 
令和 

一般事務事業     市バス・地下鉄事業    上下水道事業    ごみ処理事業 

平成 令和 

△24％ 
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２ 最終エネルギー消費量の削減 
（１）目標 

最終エネルギー消費量は、2013（平成 25）年度を基準として、2030（令和 12）年度ま

でに 20％削減する目標を設定している。 

 

（２）実績 

令和元年度の最終エネルギー消費量は 8,404 千 GJ で、基準年度比 7.6％の削減、前年

度比 2.7％の削減となった。 

 

            表５ 最終エネルギー消費量の実績    （単位：千 GJ） 

※１ エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネ

ルギー量を差し引いたものを最終エネルギー消費量とする。 
※２ エネルギー使用量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及び PFI 施設から排出されるもの

を含み、省エネ法及び温対法の範囲とは異なる。 
※３ 単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。 

※４ 環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。 

 

 

 

図３ 最終エネルギー消費量の推移 
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基準年度比 前年度比 

一般事務事業 3,627 3,588 3,458 △4.7％ △3.6％ 

市バス・地下鉄事業 3,056 2,974 2,943 △3.7％ △1.0％ 

上下水道事業 2,673 2,539 2,559 △4.3％ 0.8％ 

ごみ処理事業 △257 △463 △556 △116.4％ △20.0％ 

合 計 9,099 8,637 8,404 △7.6％ △2.7％ 

一般事務事業   市バス・地下鉄事業   上下水道事業   ごみ処理事業 

(年度） 令和 12 

0 

(千 GJ) 
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△20％ 
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（３）要因 

基準年度及び前年度と比べてエネルギー使用量が減少した要因には、省エネルギーの

取組やＬＥＤ照明といった高効率機器導入の推進、暖冬の影響による燃料消費量の減少

が挙げられる。 

また、ごみ処理事業における売電量の増加も、最終エネルギー消費量削減の一因とな

っている。 

令和元年度の主な局区室の取組は以下のとおりである。 

・照明の LED 化による電気使用量の減少 

・空調機器等の設備更新によるエネルギー使用量の減少（総務局、昭和区など） 

・公用車運用の見直しによる燃料の削減（経済局など） 

 

 

 

図４ 電気使用量の推移 

 

 

 
図５ 都市ガス使用量の推移 
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      表６ 最終エネルギー消費量実績の局室区別の内訳   （単位：千 GJ） 

  区 分 
平成 25 年度実績 
(基準年度) 

平成 30 年度 
実績 

令和元年度 

実績 基準年度比 前年度比 

防災危機管理局 2,867 2,421 2,519 △12.2％ 4.0％ 

市 長 室 93 76 69 △25.7％ △8.8％ 

総 務 局 156,540 141,067 138,072 △11.8％ △2.1％ 

財 政 局 9,489 8,603 8,030 △15.4％ △6.7％ 

スポーツ市民局 372,843 362,896 318,440 △14.6％ △12.3％ 

経 済 局 367,648 348,215 323,429 △12.0％ △7.1％ 

観光文化交流局 317,952 303,761 300,900 △5.4％ △0.9％ 

環 境 局 △256,899 △463,351 △556,051 △116.4％ △20.0％ 

健康福祉局 309,077 363,060 356,110 15.2％ △1.9％ 

子ども青少年局 116,820 100,115 94,887 △18.8％ △5.2％ 

住宅都市局 168,967 146,408 133,696 △20.9％ △8.7％ 

緑政土木局 203,446 196,558 192,283 △5.5％ △2.2％ 

市会事務局 93 65 53 △43.4％ △18.7％ 

教育委員会 916,564 993,656 954,913 4.2％ △3.9％ 

消 防 局 89,768 86,944 84,770 △5.6％ △2.5％ 

上下水道局 2,673,223 2,538,538 2,559,229 △4.3％ 0.8％ 

交 通 局 3,055,954 2,973,631 2,942,536 △3.7％ △1.0％ 

病 院 局 365,689 357,480 377,453 3.2％ 5.6％ 

千 種 区   12,786 10,264 10,300 △19.4％ 0.4％ 

東 区      9,156 6,765 6,252 △31.7％ △7.6％ 

北 区     15,757 11,353 11,100 △29.6％ △2.2％ 

西 区     17,402 14,635 14,276 △18.0％ △2.5％ 

中 村 区    13,484 10,750 10,889 △19.2％ 1.3％ 

中 区    18,648 15,694 14,969 △19.7％ △4.6％ 

昭 和 区   15,608 9,544 9,002 △42.3％ △5.7％ 

瑞 穂 区   12,263 9,692 9,583 △21.9％ △1.1％ 

熱 田 区   13,127 10,821 10,786 △17.8％ △0.3％ 

中 川 区    15,178 12,619 12,005 △20.9％ △4.9％ 

港 区   14,116 9,806 10,678 △24.4％ 8.9％ 

南 区    16,102 13,145 12,538 △22.1％ △4.6％ 

守 山 区    13,983 10,875 10,365 △25.9％ △4.7％ 

緑 区    16,474 13,661 13,314 △19.2％ △2.5％ 

名 東 区    11,661 8,951 8,289 △28.9％ △7.4％ 

天 白 区 13,411 8,208 8,341 △37.8％ 1.6％ 

合 計 9,099,292 8,636,924 8,404,026 △7.6％ △2.7％ 

※１ 単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。 

※２ 市役所庁舎の使用量は、庁舎管理を行っている総務局に一括して計上した。 

※３ 環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。 
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３ 環境への配慮活動 
N-EMS では、温室効果ガス排出量及び最終エネルギー消費量のほか、環境への配慮活動

も管理項目として定めている。令和元年度の結果は以下のとおりであった。 

表７ 環境への配慮行動の令和元年度実績 

区 分 
平成 28 年度実績 

（基準年度） 
令和 12 年度目標 令和元年度実績 

次世代自動車の導入割合 16％ 20％ 22％ 

エコドライブ講座受講

者数 
― 

（累計） 

1,500人 
85 人 

大気汚染の管理    

 NOx 排出量 220ｔ できる限り削減 212ｔ 

水質汚濁の管理    

 

COD 9,303kg/日 

できる限り削減 

H30 8,732kg/日 

R1 9,901kg/日 

窒素 12,175kg/日 
H30 11,904kg/日 

R1 13,081kg/日 

リン 728kg/日 
H30 682kg/日 

R1 709kg/日 

用紙類使用量の削減 1,881ｔ △5％ 
1,916ｔ 

＋1.8％ 

古紙の資源化率 95.9％ できる限り増加 95.6％ 

厨房を有する施設等に

おける生ごみ資源化率 
86.3％ できる限り増加 56.3％ 

非グリーン購入件数 483件 できる限り削減 545 件 

緑化の推進 
7箇所 

2.0ha 
緑化面積の確保 

8 箇所 

1.5ha 

雨水流出の抑制 
101件 

 31,882.2m3 

雨水の貯留 

浸透量の確保 

65 件 

40,271.9m3 

業務用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ等か

らのフロン類漏えい量 
3,327t-CO₂ できる限り削減 2,314.6t-CO₂ 

※１ 「エコドライブ講座受講者数」は、平成 30年度以降の累計とする。 

※２ 「大気汚染の管理」は、「令和元年度実績」として平成 30年度の実績を、「基準年度」として平

成 27年度の実績をそれぞれ記載した。 

※３ 「水質汚濁の管理」は、集計の関係上、「平成 30年度実績」及び「令和元年度実績」を記載し

た。 

※４ 「緑化の推進」には「各年度の本市建築物の緑化地域制度申請実績」を、「雨水流出の抑制」に

は「各年度の本市公共施設雨水流出抑制実績」をそれぞれ記載した（いずれも単年度実績）。 
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４ 用紙類使用量の削減 
（１）目標 

用紙類使用量は、2016（平成 28）年度を基準として、2030（令和 12）年度までに 5％

削減する目標を設定している。 

 

（２）実績 

令和元年度の用紙類使用量は 1,916 トンで、基準年度比 1.8％の増加、前年度比 2.3％

の減少となった。 

 

表８ 用紙類使用量の令和元年度実績 

（単位：kg） 

 

 

 

図６ 用紙類使用量の推移 

 

（３）要因 

基準年度と比べて用紙類使用量が増加した要因には、世帯数の増加に伴う全戸配布印

刷物の増加などが挙げられる。 

前年度と比べて用紙類使用量が減少した要因には、財務会計システムの電子化や電子

決裁の推進、印刷部数の精査が挙げられる。 

令和元年度の主な局区室の取組は以下のとおりである。 

 ・電子決裁の推進 

 ・配布冊子の印刷部数の精査（緑政土木局、西区など）  

567 612 586 592 602 630 619

1208 1223 1242 1290 1301 1331 1297

0

500

1000

1500

2000

25 26 27 28 29 30 令和1 令和12

平成 28 年度 

(基準年度) 
平成 30 年度 令和元年度 

 

基準年度比 前年度比 

1,881,420 1,961,731 1,915,927 1.8％ △2.3％ 

(ｔ) 

(年度） 

（基準年度） （目標年度） 

コピー用紙 

印刷物 

1,828 
1,962 

1,903 1,881 1,835 1,775 
1,916 

△5％ 
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表９ 用紙類使用量の局室区別の内訳       （単位：t） 

区 分 
平成 28 年度 

実績 
(基準年度) 

平成 30 年度 
実績 

令和元年度 

実績 基準年度比 前年度比 

会 計 室 4 6 4 12.7％ △26.1％ 

防災危機管理局 51 13 15 △70.6％ 17.0％ 

市 長 室 674 685 691 2.6％ 0.9％ 

総 務 局 27 37 33 22.0％ △10.1％ 

財 政 局 83 88 87 5.3％ △1.1％ 

スポーツ市民局 20 23 22 11.1％ △2.7％ 

経 済 局 10 11 8 △18.0％ △31.4％ 

観光文化交流局 28 24 32 13.9％ 34.3％ 

環 境 局 35 40 40 14.1％ △1.1％ 

健康福祉局 215 293 253 17.7％ △13.8％ 

子ども青少年局 59 69 60 2.3％ △12.7％ 

住宅都市局 33 32 44 34.0％ 36.6％ 

緑政土木局 33 39 36 9.2％ △6.6％ 

市会事務局 92 96 98 6.3％ 1.3％ 

監査事務局 1 1 1 △3.2％ △1.9％ 

人事委員会 3 2 2 △24.9％ △15.0％ 

選挙管理委員会 4 3 3 △10.8％ 35.4％ 

教育委員会 73 75 81 10.5％ 7.6％ 

消 防 局 64 62 64 △0.1％ 3.6％ 

上下水道局 83 88 73 △12.0％ △17.3％ 

交 通 局 92 74 67 △27.6％ △9.9％ 

病 院 局 47 46 50 7.0％ 9.9％ 

千 種 区 11 11 11 3.4％ 4.8％ 

東 区 5 7 6 5.0％ △20.0％ 

北 区 11 12 13 14.6％ 4.6％ 

西 区 10 10 9 △8.4％ △9.6％ 

中 村 区 11 11 11 2.2％ 2.5％ 

中 区 7 10 9 26.1％ △14.1％ 

昭 和 区 6 6 7 14.9％ 6.4％ 

瑞 穂 区 8 10 8 △2.9％ △16.2％ 

熱 田 区 8 9 8 8.2％ △4.4％ 

中 川 区 12 12 10 △19.5％ △15.6％ 

港 区 10 9 8 △18.0％ △8.1％ 

南 区 11 9 10 △3.6％ 10.2％ 

守 山 区 12 9 10 △15.3％ 8.7％ 

緑 区 10 12 12 20.2％ 1.1％ 

名 東 区 11 9 9 △16.2％ 1.4％ 

天 白 区 8 7 9 7.7％ 18.4％ 

合 計 1,881 1,962 1,916 1.8％ △2.3％ 

※ 単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。  
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５ 研修 
環境マネジメントに関する知識及び技術の向上を図るため、以下のとおり研修を実施

した。 

また、入門研修や実施研修については、独自の研修資料の作成や小テストの実施（１

５ページ、写真１０参照）をおこなった部署もあった。 

なお、研修当日やむを得ず欠席した職員については、イントラネット上に掲載した研

修資料を用いて各自でe-ラーニングに努めた。 

 

表１０ 令和元年度実施研修 

研修名 実施時期 目的 内容 
対象者及び 

参加者数 

一般 

研修 

入門研修 
4 月～ 
5 月 

環境マネジメントの
基本的内容の理解、
事業活動における 
省エネ意識の向上 

地球温暖化問題、 
環境行動計画及び
N-EMS の概要等 

新規採用者 
所属間異動者 

2,311 人 

幹部職員 

研修 
6 月 12 日 

各所属における 
環境マネジメントの
確立と指揮の実施 

N-EMS の概要と 
運用のポイント等 

推進責任者 
総括推進者 

56 人 

推進研修 
6 月 12 日 

6 月 13 日 

各所属における 
実施研修及び指導の

実施 

地方公共団体での 
省エネ・省資源対策

等 

推進員 
114 人 

実施研修 
8 月～ 
10 月 

環境マネジメントの
基本的内容の理解、
省エネルギーに 
対する意識の向上 

環境問題の現状、 
名古屋市役所の環境

目標と実績等 

職員 
21,631 人 

監査員 

研修 

環境監査 

研修 

10 月 16 日
10 月 17 日 

環境監査に必要な 
知識の習得 

内部監査における 
視点や手順等 

所属の推薦を 
受けた推進員 

64 人 

その他 
施設管理者 

研修 

2 月 07 日 
2 月 18 日 

温室効果ガス排出量
の削減等の環境配慮
に必要な知識の習得 

地球温暖化対策に 
おける国内外の最新

動向等 

受講希望者 
65 人 
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６ 環境監査 
N-EMSが適切に運用され、かつ環境マネジメントが効果的に機能していることを確認

するため、職員による環境監査（以下、「監査」という。）を令和元年10月から12月に

かけて実施した。 

 

（１）監査概要 

・実施時期：令和元年 10 月 16 日から 12 月 13 日まで 

・監査対象：64 課室公所 

・監 査 員：64 名（課長級職員） 

・監査項目：目標設定、取組状況、研修、文書の管理、運用管理、点検及び評価、 

役割及び責任、環境監査（過去の監査の指摘事項等の確認） 

・重点項目：施設の運用管理における法令遵守、用紙類使用量の削減に向けた取組 

 

（２）監査結果等 

ほぼ全ての課室公所において適切に法令遵守がなされ、精力的に環境配慮事項に取り

組んでいることが確認できた。 

優良事項では、過去の環境監査で挙がった優良事例を参考にしたものや、職場環境に

応じた工夫を加味したものが多く挙がっていた。 

また、多忙な業務のなかで工夫した研修の実施、環境配慮と職場改善の両立、職員のモ

チベーションアップ、過去の実績分析に基づく目標設定など、環境マネジメントの根幹

である PDCA を円滑に回すための事例が目立った。 

一方、ごみの分別や紙使用量削減に向けた取組が不十分とされた組織も散見された。 

本市は、市民・事業者に取組を促す立場である。一事業者として率先した行動をとらな

ければならないことを再認識し、今後は不十分な取組であるとの指摘・指導がないよう、

監査のフィードバックを実施していくことが重要である。 

 

表１１ 監査項目ごとの評価内訳 

評価 優良 指導 指摘 
目標設定 - 2 - 

取組状況 19 6 - 

研修 6 - - 

文書の管理 - 1 - 

運用管理 - - - 

点検及び評価 - - - 

役割及び責任 2 - - 

環境監査 - - - 

合計 27 9 0 

※ 優良事項とは「取組に創意工夫が見られ、特に活動結果に成果が見られるなど、他の部署の参

考となる事項」、指導事項とは「環境マネジメントについて、見直しや改善が望まれる事項」、

指摘事項とは「法令が遵守されていないなど、是正措置が必要と判断される事項」のことをい

う。 
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（３）取組状況の例 

ア 省エネルギーの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他… 

昼休みの消灯（喚起文の掲示）、空調使用時の室温の適正化、徒歩 30 分圏内へ移動す

る際の自転車利用、定時退庁による節電の啓発（定時退庁日）など 

 

 

 
写真１ 梱包材を貼った窓 

（住宅都市局） 

外気遮断による空調用エネルギー低減 

 
写真２ 節電対策の掲示 

（名東区） 

具体例提示による意識の徹底 

 

 

写真３ 来訪者が通らない箇所の消灯 

（教育委員会事務局他） 

電気使用量の削減 

 

写真４ LED 照明の導入 

（港区他） 

電気使用量の削減 
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イ 用紙類使用量削減の取組 

 

 

 

 

 

 

  

その他… 

ホワイトボードの活用、用紙節約コピー機能の操作方法の掲示、電子決裁の活用、e-

ラーニングでの講習実施など 

 

写真５ コピー用紙使用量の掲示 

（会計室他） 

グラフによる視認性の向上 

 

 

写真６ 不要となった用紙の裏面利用 

（守山区他） 

コピー用紙の削減、資源の有効活用 

 

写真７ ＳＮＳでの情報発信 

（スポーツ市民局） 

印刷物の削減 

 

 

 

写真８ 会議でのディスプレイの活用 

（消防局） 

紙資料の削減 
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ウ その他の環境に配慮した取組 

 

 

 

 

 

エ 指導事項 

・エネルギー使用量、コピー用紙使用量、目標等が周知されていない（5 件） 

・雑紙等の可燃ごみへの混入（2 件） 

・電子決裁率が 1％未満だが、利用促進のための取組をしていない（1 件） 

・職場の実態にそぐわない目標の設定（1 件） 

※ 該当するいずれ局区室も改善計画書の提出及び改善措置等を実施済みである。 

 

    

写真９ 具体例付きのごみ箱 

（左：住宅都市局、右：東区 他） 

分別の徹底、ごみ捨てに要する時間の短縮 

その他… 

会議等へのマイボトル持込の推奨（ペットボトルでの提供廃止）、ゼロエミッション

イベントの実施（ごみ箱の非設置、啓発品の簡易包装化など）など 

 
写真１０ N-EMS 研修にあたって小テストの実施 

（緑区） 

理解の深化、内容の定着 

①事前に研修資料を共有 

②資料に関する小テストを配布 

③受講者は回答を記入した上で

研修に参加 

④研修にて答え合わせと補足説

明を実施 
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７ その他の取組 

（１）省エネ機器の導入 

 LED 照明を 16,030 台導入、太陽光発電設備を 5 施設に 97kW 設置した。 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

（２）各職場での取組 

各職場では、昼休みの消灯やOA機器の省エネモードでの運用、ごみの発生抑制などに

努めた。 

さらに、毎月8日の本市「環境保全の日」には、全市的に公用車の使用を極力控え、定

時退庁に努めるなどした。5月から10月にかけては、「エコ・スタイル運動（クールビ

ズ）」を実施した。 

 

（３）その他 

その他の取組については、以下のとおりである。 

・緑のカーテンの設置 

・次世代自動車や低燃費・低公害車の公用車への導入 

・省エネ診断・省エネ訪問相談の実施（中村文化小劇場はじめ 6 施設） 等 

 

   

写真１１ 緑のカーテンの設置（左：名東区役所、右：天白区役所 他） 

 

 

 

 

 

  

期待できる効果 

・日射の遮断（熱エネルギー約 80％カット） 

・壁や窓からの放射熱の防止 

・来庁者への波及 

＜参考＞港区役所における直管形照明の LED 化（492 台、10 時間×250 日点灯） 

 ・電力量：約 70,000kWh／年の削減 

 ・CO2排出量：約 40t-CO2／年の削減 

・電気代：約 94 万円／年の節約 

※削減効果は試算であり、実際とは異なる          
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表１２ 高効率照明の導入状況（令和元年度末時点） 

局 区 室 
高効率照明 

蛍光灯 
LED Hf 計 

防災危機管理局 5.7％ 0.0％ 5.7％ 94.3％ 

総 務 局 29.1％ 36.7％ 65.8％ 34.2％ 

スポーツ市民局 12.6％ 24.3％ 36.9％ 63.1％ 

経済局 14.7％ 62.8％ 77.6％ 22.4％ 

観光文化交流局 24.3％ 31.5％ 55.8％ 44.2％ 

環 境 局 12.1％ 57.9％ 70.0％ 30.0％ 

健康福祉局 20.6％ 35.1％ 55.7％ 44.3％ 

子ども青少年局 16.9％ 31.1％ 48.0％ 52.0％ 

住宅都市局 58.4％ 4.1％ 62.4％ 37.6％ 

緑政土木局 35.6％ 15.6％ 51.2％ 48.8％ 

教育委員会 35.8％ 23.2％ 59.0％ 41.0％ 

消 防 局 30.5％ 24.5％ 55.0％ 45.0％ 

病 院 局 25.3％ 50.0％ 75.3％ 24.7％ 

上下水道局 5.8％ 74.6％ 80.4％ 19.6％ 

交 通 局 16.9％ 65.4％ 82.3％ 17.7％ 

千 種 区 5.2％ 77.9％ 83.1％ 16.9％ 

東 区 70.1％ 19.8％ 89.9％ 10.1％ 

北 区 35.0％ 19.6％ 54.6％ 45.4％ 

西 区 7.4％ 85.1％ 92.6％ 7.4％ 

中 村 区 9.9％ 53.7％ 63.6％ 36.4％ 

中 区 4.4％ 25.3％ 29.6％ 70.4％ 

昭 和 区 83.4％ 6.1％ 89.5％ 10.5％ 

瑞 穂 区 13.6％ 27.7％ 41.3％ 58.7％ 

熱 田 区 38.8％ 60.4％ 99.2％ 0.8％ 

中 川 区 69.2％ 13.7％ 82.9％ 17.1％ 

港 区 66.7％ 16.9％ 83.6％ 16.4％ 

南 区 62.2％ 20.6％ 82.8％ 17.2％ 

守 山 区 57.7％ 27.8％ 85.5％ 14.5％ 

緑 区 2.8％ 88.4％ 91.2％ 8.8％ 

名 東 区 48.4％ 4.3％ 52.7％ 47.3％ 

天 白 区 64.4％ 8.8％ 73.2％ 26.8％ 

合 計 21.5％ 49.9％ 71.4％ 28.6％ 

※ 1 日 8 時間以上点灯する直管形照明を対象とする。  
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第３章 令和２年度から令和４年度までの目標設定 
 

１ 目標設定方法 
環境行動計画に掲げる目標のうち、職員全員が取り組むことのできる「最終エネルギ

ー消費量の削減」と「用紙類使用量の削減」の 2 項目については、毎年度、以下の手順に

従い、3 年度分の目標を設定する。 

 

（１）環境管理事務局が提示する 3 年度分の目標（暫定）に基づき、各局区室において、

それぞれの自然増減を考慮した上で削減目標を設定する。 

≪自然増減の例≫ 

最終エネルギー消費量：施設の新設・廃止などに伴うエネルギー使用量の増減 

用 紙 類 使 用 量：事業の開始・終了などに伴うコピー用紙・印刷物の増減 

（２）局区室別目標に基づき、各職場で施設別目標を設定する。 

（３）環境管理事務局が局区室別目標を集約し、全体目標を設定する。 

 

２ 「最終エネルギー消費量」の目標 
令和 2 年度から令和 4 年度までの最終エネルギー消費量の目標については、以下のと

おりとした。 

 
表１３ 「最終エネルギー消費量」の事務・事業全体の目標 

（単位：千 GJ） 

平成 25 年度実績 

（基準年度） 
令和 12 年度目標 

目 標 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

9,099 △20％ △6.3％ △7.1％ △7.9％ 

※ 実績値は、エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相

当するエネルギー量を差し引いている。 

 

３ 「用紙類使用量の削減」の目標 
令和 2 年度から令和 4 年度までの用紙類使用量の削減の目標については、以下のとお

りとした。 

 

表１４ 「用紙類使用量の削減」の目標 

（単位：t） 

区 分 
平成 28 年度実績 

（基準年度） 

令和 12 年度

目標 

目 標 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

事務・事業全体 1,881 △5％ 1.2％ 0.1％ △1.1％ 
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表１５ 「最終エネルギー消費量」の目標の局区室別内訳 

（単位：千 GJ） 

区 分 
平成 25 年度実績 

（基準年度） 

目 標 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

防災危機管理局 2,867 △13.5％ △14.8％ △15.9％ 

市 長 室 93 △25.8％ △25.9％ △25.9％ 

総 務 局 156,540 △15.2％ △18.4％ △21.5％ 

財 政 局 9,489 △16.2％ △17.1％ △17.9％ 

スポーツ市民局 372,843 △15.9％ △17.2％ △18.5％ 

経 済 局 367,648 △13.6％ △15.2％ △16.7％ 

観光文化交流局 317,952 △6.3％ △6.3％ △6.3％ 

環 境 局 △256,899 △73.5％ △135.7％ △136.1％ 

健康福祉局 309,077 8.8％ 5.1％ 1.6％ 

子ども青少年局 116,820 △20.3％ △22.5％ △24.9％ 

住宅都市局 168,967 △21.7％ △22.4％ △23.2％ 

緑政土木局 203,446 △8.3％ △11.1％ △13.7％ 

市会事務局 93 △44.5％ △45.6％ △46.7％ 

教育委員会 916,564 3.1％ 17.9％ 17.2％ 

消 防 局 89,768 △9.0％ △11.8％ △13.4％ 

上下水道局 2,673,223 △1.7% △1.9% △2.1% 

交 通 局 3,055,954 △4.3％ △4.1％ △4.5％ 

病 院 局 365,689 △1.7％ △1.9％ △2.1％ 

千 種 区   12,786 △20.7％ △21.9％ △23.1％ 

東 区      9,156 △31.7％ △31.8％ △31.8％ 

北 区     15,757 △29.6％ △29.6％ △29.6％ 

西 区     17,402 △18.0％ △18.0％ △18.0％ 

中 村 区    13,484 △20.1％ △21.0％ △21.9％ 

中 区    18,648 △20.7％ △21.6％ △22.5％ 

昭 和 区   15,608 △42.3％ △42.3％ △42.3％ 

瑞 穂 区   12,263 △22.8％ △23.7％ △24.6％ 

熱 田 区   13,127 △18.8％ △19.8％ △20.8％ 

中 川 区    15,178 △22.5％ △24.1％ △25.6％ 

港 区   14,116 △25.6％ △26.9％ △28.1％ 

南 区    16,102 △22.5％ △23.0％ △23.4％ 

守 山 区    13,983 △26.2％ △26.5％ △26.8％ 

緑 区    16,474 △19.8％ △20.3％ △20.9％ 

名 東 区    11,661 △31.0％ △33.6％ △36.2％ 

天 白 区 13,411 △38.4％ △39.0％ △39.7％ 

※１ 実績値は、エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量

に相当するエネルギー量を差し引いている。 

※２ 環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。 



- 20 - 
 

表１６ 「用紙類使用量の削減」の目標の局区室別内訳 

（単位：t） 

区 分 
平成 28 年度実績 

（基準年度） 

目 標 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

会 計 室 4 △6.2％ △6.2％ △6.2％ 

防災危機管理局 51 △71.8％ △73.5％ △75.5％ 

市 長 室 674 6.4％ 7.8％ 9.2％ 

総 務 局 27 19.4％ 17.3％ 14.7％ 

財 政 局 83 2.7％ 0.2％ △2.2％ 

スポーツ市民局 20 15.6％ 14.0％ 12.5％ 

経 済 局 10 10.3％ 6.2％ 9.2％ 

観光文化交流局 28 △37.2％ △37.8％ △38.5％ 

環 境 局 35 11.8％ 14.6％ 7.6％ 

健康福祉局 215 10.6％ 4.0％ △2.2％ 

子ども青少年局 59 0.0％ △1.8％ △3.4％ 

住宅都市局 33 △1.6％ △2.0％ △2.4％ 

緑政土木局 33 2.4％ △0.3％ △2.0％ 

市会事務局 92 5.0％ 2.2％ △3.0％ 

監査事務局 1 △3.3％ △3.4％ △3.5％ 

人事委員会 3 △24.9％ △24.9％ △24.9％ 

選挙管理委員会 4 △24.7％ △18.7％ △17.8％ 

教育委員会 73 9.2％ 6.4％ 3.8％ 

消 防 局 64 △1.7％ △3.0％ △4.3％ 

病 院 局 47 0.2％ 0.2％ △1.8％ 

上下水道局 83 0.4％ △0.2％ △0.8％ 

交 通 局 92 △18.4％ △19.4％ △19.8％ 

千 種 区 11 2.4％ 1.4％ 0.3％ 

東 区 5 3.9％ 2.9％ 1.9％ 

北 区 11 8.8％ 3.4％ △0.8％ 

西 区 10 △8.4％ △8.4％ △8.4％ 

中 村 区 11 1.5％ 0.8％ 0.1％ 

中 区 7 20.1％ 14.4％ 9.0％ 

昭 和 区 6 8.0％ 2.6％ △2.5％ 

瑞 穂 区 8 △3.4％ △3.9％ △4.3％ 

熱 田 区 8 7.0％ 5.8％ 4.5％ 

中 川 区 12 △19.9％ △20.3％ △20.7％ 

港 区 10 △19.7％ △21.3％ △22.9％ 

南 区 11 △3.8％ △4.0％ △4.2％ 

守 山 区 12 △16.3％ △17.3％ △18.3％ 

緑 区 10 17.9％ 15.7％ 13.5％ 

名 東 区 11 △22.1％ △24.7％ △27.3％ 

天 白 区 8 0.6％ △2.9％ △6.4％ 
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第４章 全体の評価と今後の方向性 
 

１ 全体の評価 
＜温室効果ガス排出量＞ 

○基準年度比：△4.8％ 

○前年度比：△2.4％ 

エネルギー使用量の減少や主要な電気事業者の温室効果ガス排出係数の改善により、基

準年度比、前年度比ともに減少したものの、2030 年度の目標達成に向けてさらなる取組

が必要である。 

 

＜最終エネルギー消費量＞ 

○基準年度比：△7.6％ 

○前年度比：△2.7％ 

省エネルギーの取組や高効率機器導入の推進、暖冬に伴う燃料消費量の削減により、基

準年度比、前年度比ともに減少しており、着実に取組が進んでいる。 

 

＜用紙類使用量＞ 

○基準年度比：＋1.8％ 

○前年度比：△2.3％ 

基準年度比は、世帯数増加に伴う全戸配布印刷物の増加等により増加したが、前年度比

は、財務会計システムの電子化や印刷部数の精査などにより減少し、近年増加の一途をた

どっていた使用量に変化がみられた。 

 

 

表１７ 各実績のまとめ 

※ 「用紙類使用量」の基準年度は平成 28年度 

 

 

 

 

  

項 目 
平成 25 年度 

（基準年度※） 
平成 30 年度 令和元年度 

令和 12 年度 

（目標年度） 

温室効果ガス排出量 

（万 t-CO2） 
82.0 80.0 78.1 △24％ 

最終エネルギー消費量 

（千 GJ） 
9,099 8,637 8,404 △20％ 

用紙類使用量 

（t） 
1,881 1,962 1,916 △5％ 
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２ 今後の方向性 
＜温室効果ガス排出量及び最終エネルギー消費量＞ 
 温室効果ガスの排出を 2050 年までに「実質ゼロ」にするという国の宣言等を踏まえ、

本市においても、省エネルギーにとどまらないさらなる取組が求められる。 

具体的には、エネルギー使用量を減らす取組とあわせて、省エネ建築や環境に配慮した

エネルギーの導入を進めていく。 

・研修やイントラネット等を活用した省エネルギーに関する情報の共有 

・専門家による市施設の省エネルギー診断 

・LED 照明や省エネルギー機器の導入の促進 

・市有建築物の省エネ化の検討（改修事例や費用対効果、副次的便益等についての情報

共有による、ZEB※1の実現に向けた取組の推進） 

・RE100※2の取組をはじめとした再生可能エネルギーの利活用の検討 

 

＜用紙類使用量＞ 

 減少傾向を維持するとともに、日常の事務に係る用紙類使用量について、削減を加速さ

せるための取組が必要である。 

 具体的には、電子化を中心とした取組を進めてい

く。                                                                                                                             

・電子決裁の推進 

・メールやイントラネットの活用 

・不要なプリントアウトの削減 

・会議におけるスクリーンやタブレット端末の使用 

・印刷物の作成部数や広報媒体の見直し 

※ あわせて目標設定の考え方の変更を検討する 

 

＜その他＞ 

・実績報告や環境監査等により、各局室区における取組の定期的な把握・点検・評価 

・研修やイントラネット等を通じた優良事例の水平展開 

 

 

 

※１ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）：年間で消費する建築物のエネルギー量を大幅に削減

するとともに、創エネでエネルギー収支「ゼロ」を目指した建築物 

※２ RE100：自らの事業で使用する電力の 100％を再生可能エネルギーで賄うことを目指す企業が加

盟している国際的なイニシアティブ 
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[bookmark: _Toc57727057]第１章　「なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）」の概要



１　N-EMSの概要

（１）目的

なごや環境マネジメントシステム（以下、「N-EMS」という。）は、環境行動計画で掲げる目標の進行管理について、適切かつ効果的に運用することを目的とする。



（２）適用範囲

　N-EMSの適用範囲は、原則として本市が直接実施している事務・事業を対象とする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下、「省エネ法」という。）及び「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）による管理が必要な施設については、必要に応じて適用範囲に含むものとする。



（３）管理項目

　N-EMSの管理対象は表１のとおりとし、実績の把握を行う。



表１　管理項目

		区　分

		管理項目



		省エネルギー

		電気の使用量



		

		燃料の使用量



		

		他人から供給された熱量



		

		その他



		省資源

		上水道の使用量



		

		用紙類使用量



		廃棄物の削減

		古紙の資源化



		

		厨房を有する施設における生ごみ資源化



		

		廃棄物排出量



		

		ごみ処理量



		

		下水処理量



		自家発電

		太陽光発電



		

		廃棄物発電



		

		コージェネレーション



		環境への配慮活動

		次世代自動車の導入



		

		エコドライブの推進



		

		大気汚染の管理



		

		水質汚濁の管理



		

		グリーン購入



		

		緑化の推進



		

		雨水流出の抑制



		

		フロン排出抑制



		その他

		省エネ法、温対法に基づくその他の項目





（４）運用管理組織

　N-EMS運用管理のための組織は、図１のとおりとする。
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図１　N-EMS管理組織



※　本図は、令和元年度の標準的なN-EMS管理組織を示すものであり、各局区室の規模や体制等に応じた管理組織を組むものとする
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第２章　令和元年度の主な運用状況



[bookmark: _Toc57727059]１　温室効果ガス排出量の削減

（１）目標

温室効果ガス排出量は、2013（平成25）年度を基準として、2030（令和12）年度までに24％削減する目標を設定している。



表２　温室効果ガス排出量の削減目標

		区　分

		総排出量

		



		

		

		一般事務

事業

		市バス・

地下鉄事業

		上下水道

事業

		ごみ処理

事業



		削減目標

		△24％

		△39％

		△26％

		△23％

		△15％





※１　二酸化炭素（CO₂）、メタン（CH₄）、一酸化二窒素（N₂O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF₆）を温室効果ガス排出量の算定対象とする。

※２　温室効果ガス排出量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及びPFI施設から排出されるものを含み、省エネ法及び温対法の範囲とは異なる。



（２）排出量の実績

令和元年度の温室効果ガス排出量は78.1万トンで、基準年度比4.8％の削減、前年度比2.4％の削減となった。



表３　温室効果ガス排出量の実績（CO2換算値）

		区　分

		平成25年度

(基準年度)

		平成30年度

		令和元年度

		



		

		

		

		

		基準年度比

		前年度比



		一般事務事業

		17.9

		17.4

		16.2

		△9.7％

		△6.6％



		市バス・地下鉄事業

		16.8

		15.5

		15.0

		△10.9％

		△3.7％



		上下水道事業

		18.5

		17.6

		17.3

		△6.5％

		△1.8％



		ごみ処理事業

		28.8

		29.5

		29.6

		　2.9％

		0.3％



		合　計

		82.0

		80.0

		78.1

		△4.8％

		△2.4％





（単位：万t-CO2）

※　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

　


一般事務事業  　　　市バス・地下鉄事業　 　　上下水道事業　 　　ごみ処理事業
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図２　温室効果ガス排出量の推移



（３）要因

基準年度及び前年度と比べて温室効果ガス排出量が減少した要因には、電気及び都市ガス使用量減少（６ページ、図４・５参照）のほか、主要な電気事業者の温室効果ガス排出係数の改善などが挙げられる。



表４　平成25年度（基準年度）と令和元年度の主要な排出係数

（単位：t-CO2/kWh）

		実績年度

		平成25年度

		平成30年度

		令和元年度



		排出係数

		0.000516

		0.000476

		0.000457





※１　排出係数とは、各電気事業者が1kWhの電気を供給するにあたり、どれだけのCO2を排出しているか示す指標である。

※２　排出係数には当該年度の前年度の基礎排出係数を使用した。










[bookmark: _Toc57727060]２　最終エネルギー消費量の削減

（１）目標

最終エネルギー消費量は、2013（平成25）年度を基準として、2030（令和12）年度までに20％削減する目標を設定している。



（２）実績

令和元年度の最終エネルギー消費量は8,404千GJで、基準年度比7.6％の削減、前年度比2.7％の削減となった。



　　　　　　　　　　　　表５　最終エネルギー消費量の実績　　　　（単位：千GJ）

		区　分

		平成25年度

(基準年度)

		平成30年度

		令和元年度

		



		

		

		

		

		基準年度比

		前年度比



		一般事務事業

		3,627

		3,588

		3,458

		△4.7％

		△3.6％



		市バス・地下鉄事業

		3,056

		2,974

		2,943

		△3.7％

		△1.0％



		上下水道事業

		2,673

		2,539

		2,559

		△4.3％

		0.8％



		ごみ処理事業

		△257

		△463

		△556

		△116.4％

		△20.0％



		合　計

		9,099

		8,637

		8,404

		△7.6％

		△2.7％





※１　エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネルギー量を差し引いたものを最終エネルギー消費量とする。

※２　エネルギー使用量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及びPFI施設から排出されるものを含み、省エネ法及び温対法の範囲とは異なる。

※３　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

※４　環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。



一般事務事業　 　市バス・地下鉄事業　　 上下水道事業　　 ごみ処理事業



△20％

（目標年度）

平成

令和

令和12

0

(年度）





（基準年度）





(千GJ)



図３　最終エネルギー消費量の推移

（３）要因

基準年度及び前年度と比べてエネルギー使用量が減少した要因には、省エネルギーの取組やＬＥＤ照明といった高効率機器導入の推進、暖冬の影響による燃料消費量の減少が挙げられる。

また、ごみ処理事業における売電量の増加も、最終エネルギー消費量削減の一因となっている。

令和元年度の主な局区室の取組は以下のとおりである。

・照明のLED化による電気使用量の減少

・空調機器等の設備更新によるエネルギー使用量の減少（総務局、昭和区など）

・公用車運用の見直しによる燃料の削減（経済局など）



(千kWh)

一般事務事業　 　市バス・地下鉄事業　　 上下水道事業　　 ごみ処理事業



平成

令和

(年度)

（基準年度）



図４　電気使用量の推移



一般事務事業　 　市バス・地下鉄事業　　 上下水道事業　　 ごみ処理事業



令和

(年度)

（基準年度）

平成

(千m3)



図５　都市ガス使用量の推移


　　　　　　表６　最終エネルギー消費量実績の局室区別の内訳　　　（単位：千GJ）

		  区　分

		平成25年度実績

(基準年度)

		平成30年度

実績

		令和元年度



		

		

		

		実績

		基準年度比

		前年度比



		防災危機管理局

		2,867

		2,421

		2,519

		△12.2％

		4.0％



		市　長　室

		93

		76

		69

		△25.7％

		△8.8％



		総　務　局

		156,540

		141,067

		138,072

		△11.8％

		△2.1％



		財　政　局

		9,489

		8,603

		8,030

		△15.4％

		△6.7％



		スポーツ市民局

		372,843

		362,896

		318,440

		△14.6％

		△12.3％



		経　済　局

		367,648

		348,215

		323,429

		△12.0％

		△7.1％



		観光文化交流局

		317,952

		303,761

		300,900

		△5.4％

		△0.9％



		環　境　局

		△256,899

		△463,351

		△556,051

		△116.4％

		△20.0％



		健康福祉局

		309,077

		363,060

		356,110

		15.2％

		△1.9％



		子ども青少年局

		116,820

		100,115

		94,887

		△18.8％

		△5.2％



		住宅都市局

		168,967

		146,408

		133,696

		△20.9％

		△8.7％



		緑政土木局

		203,446 

		196,558

		192,283

		△5.5％

		△2.2％



		市会事務局

		93 

		65

		53

		△43.4％

		△18.7％



		教育委員会

		916,564 

		993,656

		954,913

		4.2％

		△3.9％



		消　防　局

		89,768 

		86,944

		84,770

		△5.6％

		△2.5％



		上下水道局

		2,673,223

		2,538,538

		2,559,229

		△4.3％

		0.8％



		交　通　局

		3,055,954

		2,973,631

		2,942,536

		△3.7％

		△1.0％



		病　院　局

		365,689 

		357,480

		377,453

		3.2％

		5.6％



		千　種　区

		  12,786 

		10,264

		10,300

		△19.4％

		0.4％



		東　区

		     9,156 

		6,765

		6,252

		△31.7％

		△7.6％



		北　区

		    15,757 

		11,353

		11,100

		△29.6％

		△2.2％



		西　区

		    17,402 

		14,635

		14,276

		△18.0％

		△2.5％



		中　村　区

		   13,484 

		10,750

		10,889

		△19.2％

		1.3％



		中　区

		   18,648 

		15,694

		14,969

		△19.7％

		△4.6％



		昭　和　区

		  15,608 

		9,544

		9,002

		△42.3％

		△5.7％



		瑞　穂　区

		  12,263 

		9,692

		9,583

		△21.9％

		△1.1％



		熱　田　区

		  13,127 

		10,821

		10,786

		△17.8％

		△0.3％



		中　川　区

		   15,178 

		12,619

		12,005

		△20.9％

		△4.9％



		港　区

		  14,116 

		9,806

		10,678

		△24.4％

		8.9％



		南　区

		   16,102 

		13,145

		12,538

		△22.1％

		△4.6％



		守　山　区

		   13,983 

		10,875

		10,365

		△25.9％

		△4.7％



		緑　区

		   16,474 

		13,661

		13,314

		△19.2％

		△2.5％



		名　東　区

		   11,661 

		8,951

		8,289

		△28.9％

		△7.4％



		天　白　区

		13,411 

		8,208

		8,341

		△37.8％

		1.6％



		合　計

		9,099,292

		8,636,924

		8,404,026

		△7.6％

		△2.7％





※１　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

※２　市役所庁舎の使用量は、庁舎管理を行っている総務局に一括して計上した。

※３　環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。

[bookmark: _Toc57727061]３　環境への配慮活動

N-EMSでは、温室効果ガス排出量及び最終エネルギー消費量のほか、環境への配慮活動も管理項目として定めている。令和元年度の結果は以下のとおりであった。

表７　環境への配慮行動の令和元年度実績

		区　分

		平成28年度実績

（基準年度）

		令和12年度目標

		令和元年度実績



		次世代自動車の導入割合

		16％

		20％

		22％



		エコドライブ講座受講者数

		―

		（累計）

1,500人

		85人



		大気汚染の管理

		

		

		



		

		NOx排出量

		220ｔ

		できる限り削減

		212ｔ



		水質汚濁の管理

		

		

		



		

		COD

		9,303kg/日

		できる限り削減

		H30

		8,732kg/日



		

		

		

		

		R1

		9,901kg/日



		

		窒素

		12,175kg/日

		

		H30

		11,904kg/日



		

		

		

		

		R1

		13,081kg/日



		

		リン

		728kg/日

		

		H30

		682kg/日



		

		

		

		

		R1

		709kg/日



		用紙類使用量の削減

		1,881ｔ

		△5％

		1,916ｔ

＋1.8％



		古紙の資源化率

		95.9％

		できる限り増加

		95.6％



		厨房を有する施設等における生ごみ資源化率

		86.3％

		できる限り増加

		56.3％



		非グリーン購入件数

		483件

		できる限り削減

		545件



		緑化の推進

		7箇所

2.0ha

		緑化面積の確保

		8箇所

1.5ha



		雨水流出の抑制

		101件

 31,882.2m3

		雨水の貯留

浸透量の確保

		65件

40,271.9m3



		業務用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ等からのフロン類漏えい量

		3,327t-CO₂

		できる限り削減

		2,314.6t-CO₂





※１　「エコドライブ講座受講者数」は、平成30年度以降の累計とする。

※２　「大気汚染の管理」は、「令和元年度実績」として平成30年度の実績を、「基準年度」として平成27年度の実績をそれぞれ記載した。

※３　「水質汚濁の管理」は、集計の関係上、「平成30年度実績」及び「令和元年度実績」を記載した。

※４　「緑化の推進」には「各年度の本市建築物の緑化地域制度申請実績」を、「雨水流出の抑制」には「各年度の本市公共施設雨水流出抑制実績」をそれぞれ記載した（いずれも単年度実績）。






[bookmark: _Toc57727062]４　用紙類使用量の削減

（１）目標

用紙類使用量は、2016（平成28）年度を基準として、2030（令和12）年度までに5％削減する目標を設定している。



（２）実績

令和元年度の用紙類使用量は1,916トンで、基準年度比1.8％の増加、前年度比2.3％の減少となった。



表８　用紙類使用量の令和元年度実績

		平成28年度

(基準年度)

		平成30年度

		令和元年度

		



		

		

		

		基準年度比

		前年度比



		1,881,420

		1,961,731

		1,915,927

		1.8％

		△2.3％





（単位：kg）

(ｔ)



印刷物

コピー用紙

△5％

1,916

1,962

1,903

1,881

1,828

1,835

1,775

（基準年度）

(年度）

（目標年度）





図６　用紙類使用量の推移



（３）要因

基準年度と比べて用紙類使用量が増加した要因には、世帯数の増加に伴う全戸配布印刷物の増加などが挙げられる。

前年度と比べて用紙類使用量が減少した要因には、財務会計システムの電子化や電子決裁の推進、印刷部数の精査が挙げられる。

令和元年度の主な局区室の取組は以下のとおりである。

　・電子決裁の推進

　・配布冊子の印刷部数の精査（緑政土木局、西区など）


表９　用紙類使用量の局室区別の内訳　　　　　　　（単位：t）

		区　分

		平成28年度

実績

(基準年度)

		平成30年度

実績

		令和元年度



		

		

		

		実績

		基準年度比

		前年度比



		会　計　室

		4

		6

		4

		12.7％

		△26.1％



		防災危機管理局

		51

		13

		15

		△70.6％

		17.0％



		市　長　室

		674

		685

		691

		2.6％

		0.9％



		総　務　局

		27

		37

		33

		22.0％

		△10.1％



		財　政　局

		83

		88

		87

		5.3％

		△1.1％



		スポーツ市民局

		20

		23

		22

		11.1％

		△2.7％



		経済局

		10

		11

		8

		△18.0％

		△31.4％



		観光文化交流局

		28

		24

		32

		13.9％

		34.3％



		環　境　局

		35

		40

		40

		14.1％

		△1.1％



		健康福祉局

		215

		293

		253

		17.7％

		△13.8％



		子ども青少年局

		59

		69

		60

		2.3％

		△12.7％



		住宅都市局

		33

		32

		44

		34.0％

		36.6％



		緑政土木局

		33

		39

		36

		9.2％

		△6.6％



		市会事務局

		92

		96

		98

		6.3％

		1.3％



		監査事務局

		1

		1

		1

		△3.2％

		△1.9％



		人事委員会

		3

		2

		2

		△24.9％

		△15.0％



		選挙管理委員会

		4

		3

		3

		△10.8％

		35.4％



		教育委員会

		73

		75

		81

		10.5％

		7.6％



		消　防　局

		64

		62

		64

		△0.1％

		3.6％



		上下水道局

		83

		88

		73

		△12.0％

		△17.3％



		交　通　局

		92

		74

		67

		△27.6％

		△9.9％



		病　院　局

		47

		46

		50

		7.0％

		9.9％



		千　種　区

		11

		11

		11

		3.4％

		4.8％



		東　区

		5

		7

		6

		5.0％

		△20.0％



		北　区

		11

		12

		13

		14.6％

		4.6％



		西　区

		10

		10

		9

		△8.4％

		△9.6％



		中　村　区

		11

		11

		11

		2.2％

		2.5％



		中　区

		7

		10

		9

		26.1％

		△14.1％



		昭　和　区

		6

		6

		7

		14.9％

		6.4％



		瑞　穂　区

		8

		10

		8

		△2.9％

		△16.2％



		熱　田　区

		8

		9

		8

		8.2％

		△4.4％



		中　川　区

		12

		12

		10

		△19.5％

		△15.6％



		港　区

		10

		9

		8

		△18.0％

		△8.1％



		南　区

		11

		9

		10

		△3.6％

		10.2％



		守　山　区

		12

		9

		10

		△15.3％

		8.7％



		緑　区

		10

		12

		12

		20.2％

		1.1％



		名　東　区

		11

		9

		9

		△16.2％

		1.4％



		天　白　区

		8

		7

		9

		7.7％

		18.4％



		合　計

		1,881

		1,962

		1,916

		1.8％

		△2.3％





※　単位以下四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。


[bookmark: _Toc57727063]５　研修

環境マネジメントに関する知識及び技術の向上を図るため、以下のとおり研修を実施した。

また、入門研修や実施研修については、独自の研修資料の作成や小テストの実施（１５ページ、写真１０参照）をおこなった部署もあった。

なお、研修当日やむを得ず欠席した職員については、イントラネット上に掲載した研修資料を用いて各自でe-ラーニングに努めた。



表１０　令和元年度実施研修

		研修名

		実施時期

		目的

		内容

		対象者及び

参加者数



		一般

研修

		入門研修

		4月～

5月

		環境マネジメントの基本的内容の理解、事業活動における

省エネ意識の向上

		地球温暖化問題、

環境行動計画及びN-EMSの概要等

		新規採用者

所属間異動者

2,311人



		

		幹部職員

研修

		6月12日

		各所属における

環境マネジメントの確立と指揮の実施

		N-EMSの概要と

運用のポイント等

		推進責任者

総括推進者

56人



		

		推進研修

		6月12日

6月13日

		各所属における

実施研修及び指導の実施

		地方公共団体での

省エネ・省資源対策等

		推進員

114人



		

		実施研修

		8月～

10月

		環境マネジメントの基本的内容の理解、省エネルギーに

対する意識の向上

		環境問題の現状、

名古屋市役所の環境目標と実績等

		職員

21,631人



		監査員

研修

		環境監査

研修

		10月16日10月17日

		環境監査に必要な

知識の習得

		内部監査における

視点や手順等

		所属の推薦を

受けた推進員

64人



		その他

		施設管理者

研修

		2月07日

2月18日

		温室効果ガス排出量の削減等の環境配慮に必要な知識の習得

		地球温暖化対策に

おける国内外の最新動向等

		受講希望者

65人












[bookmark: _Toc57727064]６　環境監査

N-EMSが適切に運用され、かつ環境マネジメントが効果的に機能していることを確認するため、職員による環境監査（以下、「監査」という。）を令和元年10月から12月にかけて実施した。



（１）監査概要

・実施時期：令和元年10月16日から12月13日まで

・監査対象：64課室公所

・監査員：64名（課長級職員）

・監査項目：目標設定、取組状況、研修、文書の管理、運用管理、点検及び評価、

役割及び責任、環境監査（過去の監査の指摘事項等の確認）

・重点項目：施設の運用管理における法令遵守、用紙類使用量の削減に向けた取組



（２）監査結果等

ほぼ全ての課室公所において適切に法令遵守がなされ、精力的に環境配慮事項に取り組んでいることが確認できた。

優良事項では、過去の環境監査で挙がった優良事例を参考にしたものや、職場環境に応じた工夫を加味したものが多く挙がっていた。

また、多忙な業務のなかで工夫した研修の実施、環境配慮と職場改善の両立、職員のモチベーションアップ、過去の実績分析に基づく目標設定など、環境マネジメントの根幹であるPDCAを円滑に回すための事例が目立った。

一方、ごみの分別や紙使用量削減に向けた取組が不十分とされた組織も散見された。

本市は、市民・事業者に取組を促す立場である。一事業者として率先した行動をとらなければならないことを再認識し、今後は不十分な取組であるとの指摘・指導がないよう、監査のフィードバックを実施していくことが重要である。



表１１　監査項目ごとの評価内訳

		評価

		優良

		指導

		指摘



		目標設定

		-

		2

		-



		取組状況

		19

		6

		-



		研修

		6

		-

		-



		文書の管理

		-

		1

		-



		運用管理

		-

		-

		-



		点検及び評価

		-

		-

		-



		役割及び責任

		2

		-

		-



		環境監査

		-

		-

		-



		合計

		27

		9

		0





※　優良事項とは「取組に創意工夫が見られ、特に活動結果に成果が見られるなど、他の部署の参考となる事項」、指導事項とは「環境マネジメントについて、見直しや改善が望まれる事項」、指摘事項とは「法令が遵守されていないなど、是正措置が必要と判断される事項」のことをいう。




（３）取組状況の例

ア　省エネルギーの取組
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写真１　梱包材を貼った窓

（住宅都市局）

外気遮断による空調用エネルギー低減
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写真２　節電対策の掲示

（名東区）

具体例提示による意識の徹底
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写真４　LED照明の導入

（港区他）

電気使用量の削減



[image: ]

写真３　来訪者が通らない箇所の消灯

（教育委員会事務局他）

電気使用量の削減





その他…

昼休みの消灯（喚起文の掲示）、空調使用時の室温の適正化、徒歩30分圏内へ移動する際の自転車利用、定時退庁による節電の啓発（定時退庁日）など












イ　用紙類使用量削減の取組[image: \\MEITO-KOHO-PC\kikaku2\2019kk\910 室長\R1 環境監査（写真）\DSCF0878.JPG]

写真６　不要となった用紙の裏面利用

（守山区他）

コピー用紙の削減、資源の有効活用
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写真５　コピー用紙使用量の掲示

（会計室他）

グラフによる視認性の向上









[image: 3]

写真８　会議でのディスプレイの活用

（消防局）

紙資料の削減





[image: ]

写真７　ＳＮＳでの情報発信

（スポーツ市民局）

印刷物の削減





その他…

ホワイトボードの活用、用紙節約コピー機能の操作方法の掲示、電子決裁の活用、e-ラーニングでの講習実施など










ウ　その他の環境に配慮した取組①事前に研修資料を共有

②資料に関する小テストを配布

③受講者は回答を記入した上で研修に参加

④研修にて答え合わせと補足説明を実施

[image: \\10.216.30.111\環境行動計画\R2（2020）\011 N-EMS\04　公表(R1実績)\05 報告書作成\写真\IMG_1343.jpg]

写真１０　N-EMS研修にあたって小テストの実施

（緑区）

理解の深化、内容の定着

[image: ]　　　[image: ]

写真９　具体例付きのごみ箱

（左：住宅都市局、右：東区　他）

分別の徹底、ごみ捨てに要する時間の短縮



その他…

会議等へのマイボトル持込の推奨（ペットボトルでの提供廃止）、ゼロエミッションイベントの実施（ごみ箱の非設置、啓発品の簡易包装化など）など











エ　指導事項

・エネルギー使用量、コピー用紙使用量、目標等が周知されていない（5件）

・雑紙等の可燃ごみへの混入（2件）

・電子決裁率が1％未満だが、利用促進のための取組をしていない（1件）

・職場の実態にそぐわない目標の設定（1件）

※　該当するいずれ局区室も改善計画書の提出及び改善措置等を実施済みである。



[bookmark: _Toc57727065]７　その他の取組

（１）省エネ機器の導入

　LED照明を16,030台導入、太陽光発電設備を5施設に97kW設置した。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜参考＞港区役所における直管形照明のLED化（492台、10時間×250日点灯）

　・電力量：約70,000kWh／年の削減

　・CO2排出量：約40t-CO2／年の削減

・電気代：約94万円／年の節約

※削減効果は試算であり、実際とは異なる　　　　　　　　　















（２）各職場での取組

各職場では、昼休みの消灯やOA機器の省エネモードでの運用、ごみの発生抑制などに努めた。

さらに、毎月8日の本市「環境保全の日」には、全市的に公用車の使用を極力控え、定時退庁に努めるなどした。5月から10月にかけては、「エコ・スタイル運動（クールビズ）」を実施した。



（３）その他

その他の取組については、以下のとおりである。

・緑のカーテンの設置

・次世代自動車や低燃費・低公害車の公用車への導入

・省エネ診断・省エネ訪問相談の実施（中村文化小劇場はじめ6施設）　等



[image: \\10.216.30.111\環境行動計画\R2（2020）\011 N-EMS\04　公表(R1実績)\05 報告書作成\写真\IMG_4967.JPG]　　[image: \\10.216.30.111\環境行動計画\H31（2019）\003 環境行動計画\01 緑のカーテン\03 ヒアリング\天白区役所\写真\⑥緑のカーテン（天白区役所）.jpeg]

写真１１　緑のカーテンの設置（左：名東区役所、右：天白区役所　他）



期待できる効果

・日射の遮断（熱エネルギー約80％カット）

・壁や窓からの放射熱の防止

・来庁者への波及












表１２　高効率照明の導入状況（令和元年度末時点）

		局 区 室

		高効率照明

		蛍光灯



		

		LED

		Hf

		計

		



		防災危機管理局

		5.7％

		0.0％

		5.7％

		94.3％



		総　務　局

		29.1％

		36.7％

		65.8％

		34.2％



		スポーツ市民局

		12.6％

		24.3％

		36.9％

		63.1％



		経済局

		14.7％

		62.8％

		77.6％

		22.4％



		観光文化交流局

		24.3％

		31.5％

		55.8％

		44.2％



		環　境　局

		12.1％

		57.9％

		70.0％

		30.0％



		健康福祉局

		20.6％

		35.1％

		55.7％

		44.3％



		子ども青少年局

		16.9％

		31.1％

		48.0％

		52.0％



		住宅都市局

		58.4％

		4.1％

		62.4％

		37.6％



		緑政土木局

		35.6％

		15.6％

		51.2％

		48.8％



		教育委員会

		35.8％

		23.2％

		59.0％

		41.0％



		消　防　局

		30.5％

		24.5％

		55.0％

		45.0％



		病　院　局

		25.3％

		50.0％

		75.3％

		24.7％



		上下水道局

		5.8％

		74.6％

		80.4％

		19.6％



		交　通　局

		16.9％

		65.4％

		82.3％

		17.7％



		千 種 区

		5.2％

		77.9％

		83.1％

		16.9％



		東　区

		70.1％

		19.8％

		89.9％

		10.1％



		北　区

		35.0％

		19.6％

		54.6％

		45.4％



		西　区

		7.4％

		85.1％

		92.6％

		7.4％



		中 村 区

		9.9％

		53.7％

		63.6％

		36.4％



		中　区

		4.4％

		25.3％

		29.6％

		70.4％



		昭 和 区

		83.4％

		6.1％

		89.5％

		10.5％



		瑞 穂 区

		13.6％

		27.7％

		41.3％

		58.7％



		熱 田 区

		38.8％

		60.4％

		99.2％

		0.8％



		中 川 区

		69.2％

		13.7％

		82.9％

		17.1％



		港　区

		66.7％

		16.9％

		83.6％

		16.4％



		南　区

		62.2％

		20.6％

		82.8％

		17.2％



		守 山 区

		57.7％

		27.8％

		85.5％

		14.5％



		緑　区

		2.8％

		88.4％

		91.2％

		8.8％



		名 東 区

		48.4％

		4.3％

		52.7％

		47.3％



		天 白 区

		64.4％

		8.8％

		73.2％

		26.8％



		合　計

		21.5％

		49.9％

		71.4％

		28.6％





※　1日8時間以上点灯する直管形照明を対象とする。


[bookmark: _Toc54959609][bookmark: _Toc57727066]第３章　令和２年度から令和４年度までの目標設定



[bookmark: _Toc57727067]１　目標設定方法

環境行動計画に掲げる目標のうち、職員全員が取り組むことのできる「最終エネルギー消費量の削減」と「用紙類使用量の削減」の2項目については、毎年度、以下の手順に従い、3年度分の目標を設定する。



（１）環境管理事務局が提示する3年度分の目標（暫定）に基づき、各局区室において、それぞれの自然増減を考慮した上で削減目標を設定する。

≪自然増減の例≫

最終エネルギー消費量：施設の新設・廃止などに伴うエネルギー使用量の増減

用紙類使用量：事業の開始・終了などに伴うコピー用紙・印刷物の増減

（２）局区室別目標に基づき、各職場で施設別目標を設定する。

（３）環境管理事務局が局区室別目標を集約し、全体目標を設定する。



[bookmark: _Toc57727068]２　「最終エネルギー消費量」の目標

令和2年度から令和4年度までの最終エネルギー消費量の目標については、以下のとおりとした。



表１３　「最終エネルギー消費量」の事務・事業全体の目標

（単位：千GJ）

		平成25年度実績

（基準年度）

		令和12年度目標

		目　標



		

		

		令和2年度

		令和3年度

		令和4年度



		9,099

		△20％

		△6.3％

		△7.1％

		△7.9％





※　実績値は、エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネルギー量を差し引いている。



[bookmark: _Toc57727069]３　「用紙類使用量の削減」の目標

令和2年度から令和4年度までの用紙類使用量の削減の目標については、以下のとおりとした。



表１４　「用紙類使用量の削減」の目標

（単位：t）

		区　分

		平成28年度実績

（基準年度）

		令和12年度目標

		目　標



		

		

		

		令和2年度

		令和3年度

		令和4年度



		事務・事業全体

		1,881

		△5％

		1.2％

		0.1％

		△1.1％












表１５　「最終エネルギー消費量」の目標の局区室別内訳

（単位：千GJ）

		区　分

		平成25年度実績

（基準年度）

		目　標



		

		

		令和2年度

		令和3年度

		令和4年度



		防災危機管理局

		2,867

		△13.5％

		△14.8％

		△15.9％



		市　長　室

		93

		△25.8％

		△25.9％

		△25.9％



		総　務　局

		156,540

		△15.2％

		△18.4％

		△21.5％



		財　政　局

		9,489

		△16.2％

		△17.1％

		△17.9％



		スポーツ市民局

		372,843

		△15.9％

		△17.2％

		△18.5％



		経　済　局

		367,648

		△13.6％

		△15.2％

		△16.7％



		観光文化交流局

		317,952

		△6.3％

		△6.3％

		△6.3％



		環　境　局

		△256,899

		△73.5％

		△135.7％

		△136.1％



		健康福祉局

		309,077

		8.8％

		5.1％

		1.6％



		子ども青少年局

		116,820

		△20.3％

		△22.5％

		△24.9％



		住宅都市局

		168,967

		△21.7％

		△22.4％

		△23.2％



		緑政土木局

		203,446 

		△8.3％

		△11.1％

		△13.7％



		市会事務局

		93 

		△44.5％

		△45.6％

		△46.7％



		教育委員会

		916,564 

		3.1％

		17.9％

		17.2％



		消　防　局

		89,768 

		△9.0％

		△11.8％

		△13.4％



		上下水道局

		2,673,223

		△1.7%

		△1.9%

		△2.1%



		交　通　局

		3,055,954

		△4.3％

		△4.1％

		△4.5％



		病　院　局

		365,689 

		△1.7％

		△1.9％

		△2.1％



		千　種　区

		  12,786 

		△20.7％

		△21.9％

		△23.1％



		東　区

		     9,156 

		△31.7％

		△31.8％

		△31.8％



		北　区

		    15,757 

		△29.6％

		△29.6％

		△29.6％



		西　区

		    17,402 

		△18.0％

		△18.0％

		△18.0％



		中　村　区

		   13,484 

		△20.1％

		△21.0％

		△21.9％



		中　区

		   18,648 

		△20.7％

		△21.6％

		△22.5％



		昭　和　区

		  15,608 

		△42.3％

		△42.3％

		△42.3％



		瑞　穂　区

		  12,263 

		△22.8％

		△23.7％

		△24.6％



		熱　田　区

		  13,127 

		△18.8％

		△19.8％

		△20.8％



		中　川　区

		   15,178 

		△22.5％

		△24.1％

		△25.6％



		港　区

		  14,116 

		△25.6％

		△26.9％

		△28.1％



		南　区

		   16,102 

		△22.5％

		△23.0％

		△23.4％



		守　山　区

		   13,983 

		△26.2％

		△26.5％

		△26.8％



		緑　区

		   16,474 

		△19.8％

		△20.3％

		△20.9％



		名　東　区

		   11,661 

		△31.0％

		△33.6％

		△36.2％



		天　白　区

		13,411 

		△38.4％

		△39.0％

		△39.7％





※１　実績値は、エネルギー使用量から非化石燃料由来（廃棄物発電、太陽光発電等）の売電量に相当するエネルギー量を差し引いている。

※２　環境局の実績値は、売電によるエネルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。


表１６　「用紙類使用量の削減」の目標の局区室別内訳

（単位：t）

		区　分

		平成28年度実績

（基準年度）

		目　標



		

		

		令和2年度

		令和3年度

		令和4年度



		会　計　室

		4

		△6.2％

		△6.2％

		△6.2％



		防災危機管理局

		51

		△71.8％

		△73.5％

		△75.5％



		市　長　室

		674

		6.4％

		7.8％

		9.2％



		総　務　局

		27

		19.4％

		17.3％

		14.7％



		財　政　局

		83

		2.7％

		0.2％

		△2.2％



		スポーツ市民局

		20

		15.6％

		14.0％

		12.5％



		経　済　局

		10

		10.3％

		6.2％

		9.2％



		観光文化交流局

		28

		△37.2％

		△37.8％

		△38.5％



		環　境　局

		35

		11.8％

		14.6％

		7.6％



		健康福祉局

		215

		10.6％

		4.0％

		△2.2％



		子ども青少年局

		59

		0.0％

		△1.8％

		△3.4％



		住宅都市局

		33

		△1.6％

		△2.0％

		△2.4％



		緑政土木局

		33

		2.4％

		△0.3％

		△2.0％



		市会事務局

		92

		5.0％

		2.2％

		△3.0％



		監査事務局

		1

		△3.3％

		△3.4％

		△3.5％



		人事委員会

		3

		△24.9％

		△24.9％

		△24.9％



		選挙管理委員会

		4

		△24.7％

		△18.7％

		△17.8％



		教育委員会

		73

		9.2％

		6.4％

		3.8％



		消　防　局

		64

		△1.7％

		△3.0％

		△4.3％



		病　院　局

		47

		0.2％

		0.2％

		△1.8％



		上下水道局

		83

		0.4％

		△0.2％

		△0.8％



		交　通　局

		92

		△18.4％

		△19.4％

		△19.8％



		千　種　区

		11

		2.4％

		1.4％

		0.3％



		東　区

		5

		3.9％

		2.9％

		1.9％



		北　区

		11

		8.8％

		3.4％

		△0.8％



		西　区

		10

		△8.4％

		△8.4％

		△8.4％



		中　村　区

		11

		1.5％

		0.8％

		0.1％



		中　区

		7

		20.1％

		14.4％

		9.0％



		昭　和　区

		6

		8.0％

		2.6％

		△2.5％



		瑞　穂　区

		8

		△3.4％

		△3.9％

		△4.3％



		熱　田　区

		8

		7.0％

		5.8％

		4.5％



		中　川　区

		12

		△19.9％

		△20.3％

		△20.7％



		港　区

		10

		△19.7％

		△21.3％

		△22.9％



		南　区

		11

		△3.8％

		△4.0％

		△4.2％



		守　山　区

		12

		△16.3％

		△17.3％

		△18.3％



		緑　区

		10

		17.9％

		15.7％

		13.5％



		名　東　区

		11

		△22.1％

		△24.7％

		△27.3％



		天　白　区

		8

		0.6％

		△2.9％

		△6.4％





[bookmark: _Toc54959613][bookmark: _Toc57727070]第４章　全体の評価と今後の方向性



[bookmark: _Toc57727071]１　全体の評価

＜温室効果ガス排出量＞

○基準年度比：△4.8％

○前年度比：△2.4％

エネルギー使用量の減少や主要な電気事業者の温室効果ガス排出係数の改善により、基準年度比、前年度比ともに減少したものの、2030年度の目標達成に向けてさらなる取組が必要である。



＜最終エネルギー消費量＞

○基準年度比：△7.6％

○前年度比：△2.7％

省エネルギーの取組や高効率機器導入の推進、暖冬に伴う燃料消費量の削減により、基準年度比、前年度比ともに減少しており、着実に取組が進んでいる。



＜用紙類使用量＞

○基準年度比：＋1.8％

○前年度比：△2.3％

基準年度比は、世帯数増加に伴う全戸配布印刷物の増加等により増加したが、前年度比は、財務会計システムの電子化や印刷部数の精査などにより減少し、近年増加の一途をたどっていた使用量に変化がみられた。





		項　目

		平成25年度

（基準年度※）

		平成30年度

		令和元年度

		令和12年度

（目標年度）



		温室効果ガス排出量

（万t-CO2）

		82.0

		80.0

		78.1 

		△24％



		最終エネルギー消費量

（千GJ）

		9,099

		8,637

		8,404

		△20％



		用紙類使用量

（t）

		1,881

		1,962

		1,916

		△5％





表１７　各実績のまとめ

※　「用紙類使用量」の基準年度は平成28年度
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２　今後の方向性

＜温室効果ガス排出量及び最終エネルギー消費量＞

　温室効果ガスの排出を2050年までに「実質ゼロ」にするという国の宣言等を踏まえ、本市においても、省エネルギーにとどまらないさらなる取組が求められる。

具体的には、エネルギー使用量を減らす取組とあわせて、省エネ建築や環境に配慮したエネルギーの導入を進めていく。

・研修やイントラネット等を活用した省エネルギーに関する情報の共有

・専門家による市施設の省エネルギー診断

・LED照明や省エネルギー機器の導入の促進

・市有建築物の省エネ化の検討（改修事例や費用対効果、副次的便益等についての情報共有による、ZEB※1の実現に向けた取組の推進）

・RE100※2の取組をはじめとした再生可能エネルギーの利活用の検討



＜用紙類使用量＞

　減少傾向を維持するとともに、日常の事務に係る用紙類使用量について、削減を加速させるための取組が必要である。

　具体的には、電子化を中心とした取組を進めていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・電子決裁の推進

・メールやイントラネットの活用

・不要なプリントアウトの削減

・会議におけるスクリーンやタブレット端末の使用

・印刷物の作成部数や広報媒体の見直し

※　あわせて目標設定の考え方の変更を検討する



＜その他＞

・実績報告や環境監査等により、各局室区における取組の定期的な把握・点検・評価

・研修やイントラネット等を通じた優良事例の水平展開







※１　ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）：年間で消費する建築物のエネルギー量を大幅に削減するとともに、創エネでエネルギー収支「ゼロ」を目指した建築物

※２　RE100：自らの事業で使用する電力の100％を再生可能エネルギーで賄うことを目指す企業が加盟している国際的なイニシアティブ

ごみ処理事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	R12	28.782301530078598	26.2754293271046	28.067971441392999	27.534867347050199	30.2126453028642	29.531293685341701	29.628593588640197	24.595517988570801	上下水道事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	R12	18.505350678831	17.812678628303601	17.582973113718801	18.198611999733199	17.890230974825698	17.627005122489699	17.3097448430219	14.246750678831001	市バス・地下鉄事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	R12	16.789923667507001	16.5610555896676	16.313627394871801	15.9418365377787	15.809628255963901	15.53632318737	14.967187617688099	12.313290351869799	一般事務事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	R12	17.949243053587299	17.1479352725792	17.250405751935499	17.637679266688799	17.443731281126698	17.352405248827999	16.214376196096701	10.886034600967699	

H25	26	27	28	29	30	R1	R12	82.026818930003898	77.797098817655012	79.214977701919096	79.312995151250902	81.356235814780504	80.047027244029408	78.119902245446895	62.041593620239304	（年度）





（万t-CO₂）







ごみ処理事業	(556)





H25	26	27	28	29	30	R1	-256.89908165371901	-260.18952191614699	-227.738000094607	-257.528331217252	-327.67599999999999	-463.35127614569302	-556.051031882963	上下水道事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	2673.2232260442702	2549.3304143774099	2538.8511748880201	2559.4184523880999	2572.3039093000002	2538.5379986634098	2559.2288700146701	市バス・地下鉄事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	3055.953975334	3029.0898297332001	3051.2615637890199	3021.0593025057001	2996.6519745648002	2973.6307052019001	2942.5361045253003	一般事務事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	3627.0112217962101	3520.8187382012802	3493.81414665279	3654.4490747438599	3683.8344648628999	3588.1021355171001	3458.3123426911998	

H25	26	27	28	29	30	R1	9099.2893415207618	8839.0494603957432	8856.188885235224	8977.3984984204071	8925.1143487277004	8636.9195632367173	8404.0262853482072	





ごみ処理事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	15837.514999999999	14160.326140000001	14196.098069999998	16948.811009999998	14648.69536	12120.66373	14820.183800000001	上下水道事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	246368.954	239037.459	239501.95800000001	241580	243060.82	239306.04	239502.5846	市バス・地下鉄事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	243826.726	241404.74236	242116.09836999999	238794.69250999999	236857.61533999999	234550.86407000001	230934.47719000001	一般事務事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	245447.44575000004	241267.48844000002	243371.19790999999	247349.48097	248534.05237999998	242581.60957	235836.54053999999	

H25	26	27	28	29	30	R1	751480.64075000002	735870.01593999995	739185.35235000006	744672.98449000006	743101.18307999999	728559.17737000005	721093.78613000002	





ごみ処理事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	3678.0360000000001	3501.18	3567.7628999999997	3708.8787000000002	3743.0272	2896.4386	3309.482	上下水道事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	1676.3040000000001	1357.74	1161.5509999999999	1289.7529999999999	1268.2194999999999	1357.7159999999999	1539.278	市バス・地下鉄事業	



H25	26	27	28	29	30	R1	182.14699999999999	187.84399999999999	188.21600000000001	195.995	207.80799999999999	190.965	186.98	一般事務事業	

H25	26	27	28	29	30	R1	20728.422140000002	20042.376510000006	19453.303180000003	21945.816529999996	22570.56255000001	22009.15828	20921.928100000001	

H25	26	27	28	29	30	R1	26264.909140000003	25089.140510000005	24370.833080000004	27140.443229999997	27789.61725000001	26454.277880000001	25957.668100000003	





コピー用紙	567

612

586

592

602

630

619



25	26	27	28	29	30	令和1	令和12	567.09661000000006	611.77022999999997	586.31982000000005	591.65800999999988	601.6887200000001	630.2545600000002	619.20333999999991	印刷物	1208

1223

1242

1290

1301

1331 

1297



25	26	27	28	29	30	令和1	令和12	1208.34328	1223.2025399999995	1241.5817100000002	1289.7619899999997	1301.3534900000002	1331.4764599999999	1296.7241199999999	
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